
夏場の堤防除草箇所（全面刈り）

 芝生養生及び堤防拡幅工事のため、下記箇所においては、夏場も堤防(家屋・農地側)の
全面除草を実施します。

江戸川河川事務所 運河出張所（令和8年6月1日作成）

江戸川

吉川市

三郷市

野田市

流山市

全面刈り箇所（夏場）：

芝生養生箇所
芝生養生箇所

【芝生養生】
 堤防が完成してから３年間は、新しい堤防に芝生を定着
させる必要があるため、夏場にも除草が必要となります。

連絡先
・堤防除草に関するお問い合わせ
江戸川河川事務所 運河出張所（04-7152-0102）

工事予定箇所
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